
国立大学法人大阪大学において、次のとおり公募型見積合わせ方式に付します。

１．調達内容

　（１）調達番号 医病017
　（２）調達件名及び数量

(内訳は別紙のとおり)

　（３）納入期限

　（４）納入場所

２．見積参加資格

　（１）国立大学法人大阪大学契約規則第７条及び第８条の規定に該当しない者であること。

　（２）本学と取引実績のある者であること。

３．見積書の提出場所等

〒565-0871  大阪府吹田市山田丘2番15号

国立大学法人大阪大学医学部附属病院教育研究支援課研究推進係

電話　06-6210-8278

　（２）国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の入手方法

　（３）見積書提出期限

 ４．その他

　（１）契約保証金　　　　 免除

　（２）契約書作成の要否　  要

　（３）その他詳細は、「国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得」に定めています。

令和3年2月4日　17時15分

公募型見積合わせ公告

小児医療ｾﾝﾀｰ向け顔認証ｼｽﾃﾑ　日本電気㈱製　　1式

令和3年1月28日

令和3年3月26日

本公告の日から上記３（１）の交付場所にて交付します。また、インターネットにより本学ホームペー
ジにアクセスし、参加者心得を出力することもできます。

　（１）見積書の提出場所、契約条項を示す場所、国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者
　　  　心得の交付場所及び問合せ先

国立大学法人大阪大学医学部附属病院



物品内訳書 (別紙）

数　量

ハードウェア

小児医療センター顔認証受付システム

顔認証サーバ

Express5800/T110j-S(A/顔認証SV/6C/E-2146G/16G/WSS2016) NP8100-2856P1 1

増設用1TB HDD N8150-514 2

内蔵SAS/SATAケーブル K410-364(00) 1

RAIDコントローラ搭載キット K410-444(00) 1

RAIDコントローラ(2GB， RAID 0/1， WT/WB) N8103-206 1

フラッシュバックアップユニット N8103-209 1

増設用300GB HDD N8150-479 2

増設用2.5型HDDケージ N8154-83 1

無停電電源装置(500VA) N8180-68B 1

顔認証ハードウェア備品

1G PoE L2スイッチ(8ポート) N8104-197 1

21.5型ワイド液晶ディスプレイ N8120-201 1

LANIOモジュール N8181-148 1

インターホンからのコール受付端末

VersaPro VKT16/X-6・Win10Pro(64ビット)・Core i5 PC-VKT16XZG6 2

15.6型ワイドフルHD液晶 Webカメラ付き PC-K-LCD5F6 2

8GB(8GB×1) PC-K-MAD806 2

500GB HDD PC-K-HHD506 2

DVD-ROM PC-K-C8DDV6 2

小型軽量ACアダプタ PC-K-ACXND5 2

標準搭載LAN＋無線LAN(IEEE802.11ac)＆Bluetooth(R) PC-K-NWX2B6 2

テンキー付きキーボード PC-K-KBDTN6 2

USB レーザーマウス(シルバー) PC-K-PDDUL4 2

標準添付品セット PC-K-KTD166 2

Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用DVD PC-K-BCD166 2

パーツ保証拡張G6 PC-K-EX3PK4 2

マイクスピーカー（JABRA SPEAK 410 UC） THS-IB1PP88480 2

インターホン型カメラ　※小児科病棟入口に設置

AXIS A8105-E　※インターホン型カメラ THD-ZAX2278426 1

サーマルカメラ　※小児科病棟入口に設置

ハウジング一体型M16サーマルカメラ Mx-M16TB-R079 1

LANケーブル　5m　エレコム(株)　LD-TWST/BM50 THD-ZEL1804935 4

職員用顔認証入退システム

ハードオプション

1G PoE L2スイッチ(8ポート) N8104-197 2

LANIOモジュール N8181-148 2

ドーム型カメラ　※運用に適した場所に設置

AXIS Q3515-LV 9MM ※固定ドームカメラ THD-ZAX2431595 2

ソフトウェア

小児医療センター顔認証受付システム

顔認証サーバ

ESMPRO/UPSManager Ver2.8 CoreKit UL1047-A12 1

UPSバッテリ交換オプションパック タワー型500VA用 NH909-9200-U15C 1

組込専用-VMS基本ライセンス UL1236-00PS 1

組込専用-WebAPIオプション(A) UL1236-00MK 1

顔認証関連ソフト

組込専用-顔認証/入退室ライセンス(A)(1カメラ) UL1236-00MD 1

組込専用-VMSカメラライセンス(1カメラ) UL1236-00PT 2

顔認証入退セットアップサービスパック

顔認証入退サーバ導入サービスパック V302-000001-001 1

顔認証用 IPカメラ・タブレット設定サービスパック V302-000001-001 1

VMS用カメラ設定サービスパック V302-000001-001 1

UPS用設定サービスパック V302-000001-001 1

職員用顔認証入退システム

顔認証関連ソフト

組込専用-顔認証/監視ライセンス(A)(1カメラ) UL1236-00MB 2

顔認証入退セットアップサービスパック

顔認証用 IPカメラ・タブレット設定サービスパック V302-000001-001 2

システムエンジニア作業

小児医療センター顔認証受付システム

電子カルテ連携対応

電子カルテ連携対応 20

　※電子カルテ情報と連携し、退院者およびその関係者については翌日以降の

　　顔認証対象者から除外することで電子錠開錠をしないように制御すること。

設置・配線等作業

小児医療センター顔認証受付システム

作業費用一式

顔認証カメラ設置作業 1

サーマルカメラ設置作業 1

LAN作業 5

電子錠配線作業 1

サーバ搬入・設置作業 1

職員用顔認証入退システム

作業費用一式

顔認証カメラ設置作業 2

LAN作業 2

電子錠配線作業 1

品　　　　　名 型　　　式



調達番号：　　医病017

調達件名：　　

見　積　金　額 金 円也

    　　
　　　令和　　年　　月　　日

    　
　　　国立大学法人大阪大学   殿

住　　所

会 社 名

氏　　名 ［印］

電話番号

　※ 見積金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額を記載してください。
　※ 見積書の日付は、提出日を記載してください。

　※ 本学が見積公告【２．見積参加資格（１）（２）】以外に見積参加資格を示した場合、
　　 それを有しているかどうか証明するための書類を見積書に添付してください。

　国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準を熟知し、公募型見積合わせ方式参加者心得を承
諾の上、上記の金額によって見積します。

小児医療ｾﾝﾀｰ向け顔認証ｼｽﾃﾑ　日本電気㈱製　　1式

見　　積　　書



供給すべき物品の表示：

(内訳は別紙のとおり)

　

第１条 供給者は、発注者に対し、物品の供給をするものとする。

第２条 物品は、国立大学法人大阪大学医学部附属病院に納入するものとする。

第３条

第４条 物品の納入期限は、令和3年3月26日とする。

第５条

第６条 代金は、１回に支払うものとする。

第７条 代金は、検収後、当該月の翌々月末までに支払うものとする。

第８条 契約保証金は、免除する。

第９条

第10条

第11条

　上記契約の成立を証するため発注者及び供給者は、次に記名し、印を押すものとする。

　この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。

発注者 吹田市山田丘2番15号

国立大学法人大阪大学医学部附属病院

病院長　土岐　祐一郎

供給者

物品供給契約書（案）

　上記の消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づ
き、代金額に１１０分の１０を乗じて得た額である。

小児医療ｾﾝﾀｰ向け顔認証ｼｽﾃﾑ　日本電気㈱製　　1式

  発注者　国立大学法人大阪大学医学部附属病院　病院長　土岐　祐一郎　と供給者 　　　との間において、上記の物品（以下
「物品」という。）について、上記の代金額で、供給契約を結ぶものとする。

代金額 金         円也  (うち消費税額及び地方消費税額        円)

  供給者は、本契約に基づく物品等の運送にあたっては、大阪府生活環境の保全等に関する条例第４０条の１５に規定
する車種規制適合車等の使用義務を遵守すること。

　この契約について発注者と供給者との間に紛争を生じたときは、発注者所在地の所轄裁判所の裁決によりこれを解決
するものとする。

　この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と供給者とが協議して定めるものとす
る。

　この契約について必要な細目は、別冊の国立大学法人大阪大学が定めた物品供給契約基準によるものとする。

納品書は、国立大学法人大阪大学医学部附属病院教育研究支援課研究推進係に送付すべきものとする。

令和3年2月5日


